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第１  公共施設等総合管理計画について  

１ 本市のファシリティマネジメントの取り組み 

 本市では、高度経済成長に伴う社会的ニーズなどに対応するため昭和４０年代から

平成１０年頃にかけて多くの施設が建設されており、これらの施設の老朽化への対応

が大きな課題となっています。

また、老朽化への対応として必要となる財源の確保についても、今後予測される人

口減少と人口構成の変化から、市税等の大幅な増収は見込めず、引き続き厳しい財政

状況は続くものと考えられる状況から、従来の耐用年数の枠組みにとらわれない施設

の長寿命化など、維持更新経費の平準化と抑制を図るため、本年度は、平成２３年度

に策定した「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」を基軸とした施設保全

計画の策定を進めてきました。

年度 取 組 内 容

２３ ○「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」の策定（平成２３年１０月）

２４

○「豊橋市ファシリティマネジメント推進についての基本的な考え方について」（平成２４

年１２月）

○「施設評価について」（平成２４年１２月）

○「施設評価結果：設置目的を失った施設等の方向性について」（平成２４年１２月）

２５

○「施設評価結果について」（平成２５年９月）

○「施設廃止計画について」（平成２５年９月）

○「施設保全計画の考え方について」（平成２５年９月）
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２ 公共施設等総合管理計画策定の背景・目的及び位置づけ 

（１）計画策定の背景・目的 

公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっている状況や地方公共団体の厳しい財

政状況や人口減少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されるこ

とを踏まえ、平成２６年４月に国から地方公共団体に対して、公共施設等の総合的か

つ計画的な管理を推進するための計画（「公共施設等総合管理計画」）の策定に取り

組むよう要請（「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」（平成２６ 年４月２

２ 日付総財務第７４ 号総務大臣通知））されたところです。また、併せて策定にあたって

計画に盛り込む具体的掲載項目について指針（「公共施設等総合管理計画の策定にあたって

の指針（平成２６年４月２２日 総務省）」）も示されております。 

計画策定の必要性として 

①長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必

要であること 

②公共施設等を総合的かつ計画的に管理することは、地域社会の実情にあった将来の

まちづくりを進める上で不可欠であることが挙げられています。

また、計画の内容として、公共施設等の現況及び将来見通し（人口動態、財政状況、

施設数及び延べ床面積等）のほか、統合・更新・長寿命化に関する基本的考え方、総

量に関する数値目標の設定なども計画に盛り込むことが要請されています。

これまで取り組みを進めてきた計画は、施設評価結果を踏まえ「継続」と位置付け

た施設（建物）について一定の周期に基づき保全を行う計画ですが、国（総務省）か

らの要請の趣旨も踏まえる中で、本市を取り巻く現状や予測される環境変化に的確に

対応するための課題を把握・分析するとともに、施設（建物）のみならずインフラ（橋

梁、道路等）や公営企業会計施設まで対象範囲を拡大し、本市全体の公共施設等の現

況及び将来見通しを踏まえた総合的かつ計画的な管理に係る計画策定に取り組みます。
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（２）計画の位置づけ 

２０１３（平成２５）年１１月、国の「インフラ老朽化対策の推進に関する関係省

庁連絡会議」において「インフラ長寿命化基本計画（基本計画）」が決定され、各イン

フラを管理・所管する者が、インフラの維持管理・更新等を着実に推進するための中

期的な取組みの方向性を明らかにするために「インフラ長寿命化計画（行動計画）」を

策定し、当該行動計画に基づき、個別施設毎の具体的な対応方針を定める計画として、

「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」を策定することとされました。 

このインフラ長寿命化基本計画（基本計画）を踏まえ、国においては、「インフラ

長寿命化計画」を策定するとともに、地方公共団体に対しては「公共施設等総合管理

計画」の策定を求めています。 

【インフラ長寿命化基本計画と公共施設等総合管理計画との関連イメージ図】 

国【行動計画】

インフラ長寿命化計画

（各省庁が策定）

地方【行動計画】

公共施設等総合管理計画

（各地方公共団体が策定）

インフラ長寿命化基本計画

国【基本計画】

【個別施設計画】

学校 河川 道路

【個別施設計画】

学校 河川 道路
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３ 計画対象とする施設及び計画期間 

 (１) 施設類型による分類  

施設類型として大きく「建物系公共施設」「土木系公共施設」「公営企業会計施設」

などに区分したうえで、公共施設等の機能に着目し施設を類型化し、統廃合・更新・

長寿命化に関する基本的考え方などを整理し、公共施設等総合管理計画を策定します。

【施設類型イメージ】

    項目 

区分 
施設類型 関連する施設等個別計画（主なもの） 

公

共

施

設

等

総

合

管

理

計

画

建物系 

公共施設 

学校教育系施設 

市民文化系施設 

保健・福祉施設など 

豊橋市施設保全計画（平成 27～41 年度） 

市営住宅 
豊橋市市営住宅ストック総合活用計画（平成 25～34 年度）

豊橋市市営住宅等長寿命化計画（平成 21～30 年度） 

公園 豊橋市公園施設長寿命化計画（平成 25～34 年度） 

供給処理施設 豊橋田原ごみ処理広域化計画（平成 26～45 年度） 

土木系 

公共施設 
道路、橋梁、河川など 豊橋市橋梁長寿命化修繕計画（平成 24～73 年度） 

公営企業

会計施設 
上水道、下水道 

豊橋市上下水道ビジョン（平成 23～32 年度） 

 事業計画：平成 23～27 年度 

第６期配水管整備事業 

  第２期水道施設整備事業 

  公共下水道第８次拡張事業 
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（２）計画期間 

 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針（平成２６年４月２２日 総務

省）」では、計画の策定にあたっては、将来の人口や財政見通しをもとに長期的な視

点に基づき、少なくとも１０年以上の計画期間とすることが望ましいとされています。 

昨年、制定された「まち・ひと・しごと創生法」では、地方公共団体における人口

動向を分析し、将来展望を示す２０６０年を基本とした長期計画「地方人口ビジョン」

と、それを基に、今後５か年の目標、施策の基本的方向性や施策を提示する「地方版

総合戦略」の策定が要請され、「地方版総合戦略」では基本的方向の一つとして「人口

減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化」も掲げられています。

「公共施設等総合管理計画」については、将来の人口見通しと将来にわたる公共施

設等の計画的な管理に関連性が高いことから、国の社会保障制度の設計を始めとした

各種経済社会計画の基礎資料として用いられてきた国立社会保障・人口問題研究所に

より、現在、示されている将来推計人口の期間に合わせて、２０４０年の計画期間と

します。

また、長期の計画期間であることを踏まえ、当面１０年間における管理に関する方

針を第１次計画期間とするなど、一定期間毎の段階的な方針への取組期間の設定につ

いても検討します。

なお、人口動向、社会経済情勢を始め本市の財政状況などと著しい乖離が生じた場

合には、計画期間内においても必要に応じ随時見直すものとします。 
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第２ 人口及び財政の現況 

１ 人口の現況と課題 

国立社会保障人口問題研究所の人口予測データからは、本市の人口は２０１５年

を境に徐々に減少傾向にあり、２０２５年には３７万人、２０３０年には３６万人

を割り込む人口予測となっており、概ね５年単位で１万人前後の人口が減少すると

予測されています。 

また、年少人口（０歳～１４歳）、生産年齢人口（１５歳～６４歳）、老年人口（６

５歳以上）の年齢３区分別人口では、老年人口は増加傾向を辿り、高齢化率が上昇

するのとは反対に、年少人口、生産年齢人口が減少傾向にあります。 

今後予測される人口減少、年齢構成の変化が施設数や施設規模、施設機能などに

及ぼす影響も考慮する必要性が迫ってきています。 

【本市の年齢構成と人口推移予測】 

年 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年 

人口 376,665 376,716 373,406 367,199 358,949 349,020 337,646 

55,727 52,498 48,753 44,957 41,472 39,426 38,025

244,429
233,476 227,192 221,859 214,468

203,644
187,958

76,509 90,742

97,461 100,383 103,009 105,950 111,663

376,665 376,716 373,406
367,199 358,949 349,020 337,646

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

本市の年齢構成と人口推移予測

0-14歳 15-64歳 65歳以上 合計

人

国立社会保障・人口問題研究所 『日本の地域別将来推計人口』（平成 25 年３月推計）による。 

55.7％

33.0％11.3％

64.9％

14.8％ 20.3％
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２ 財政の現況と課題 

歳出経費を性質別に分類すると大きく「義務的経費（扶助費、公債費など）」、「投

資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費など）」、「その他の経費（物件費、補

助費等など）」の３つに分類できますが、特に歳出の大きな割合を占めている扶助費

と公共施設の建設等に充てる普通建設事業費のそれぞれの歳出割合の推移を辿ると普

通建設事業費については２５年前の平成元年度の状況を見ると歳出全体（一般会計）

に占める割合は３３．７％となっており、扶助費の占める割合１１．３％と比較して

普通建設事業費が約２０ポイント以上、上回っています。平成７年度以降からは普通

建設事業費の歳出全体に占める割合は毎年度減少傾向にあり、平成１６年度には２

０％を割り込み１７．５％にまで減少し、扶助費の１７．７％と比べ歳出全体（一般

会計）に占める割合は逆転しています。 

その後も、平成１９年度の同一割合を除いては扶助費が普通建設事業費を上回った

状況が続き、平成２５年度では普通建設事業費の歳出全体（一般会計）に占める割合

は１４．９％と平成元年度の３３．７％と比較し、約１９ポイントの減少となってい

ます。 

一方、扶助費は年々増加傾向を辿り、平成２５年度には歳出全体（一般会計）に占

める割合は２５．６％となっており、平成元年度の１１．３％と比較し、約１４ポイ

ントの増加となっています。【歳出全体（一般会計）に占める扶助費・普通建設事業費の割合推

移 参照】

また、扶助費・普通建設事業費決算額の推移では、普通建設事業費の平成２５年度

決算額は１７９億円で平成元年度の２４８億円と比較し６９億円、約２８％の減少と

なっています。 

一方、扶助費の平成２５年度決算額は３０６億円で平成元年度の８３億円と比較し

２２３億円、約３．７倍の増加となっています。【扶助費・普通建設事業費決算額の推移 参

照】

今後においても、歳入環境の急速な好転が見込めない中、少子高齢化の一層の進展

に伴い、引き続き扶助費の増加が見込まれることから、公共施設の建設等に充てる普

通建設事業費を確保することは、さらに困難な状況が続いていくものと予測されます。 



【歳出全体（一般会計）に占める扶助費

【扶助費・普通建設事業費決算額の推移】

扶助費：社会福祉関係の法令に基づいて支出される経費の総称。子ども医療費助成など市独自の福祉施策の経
費も含まれる。 

普通建設事業費：道路、橋梁、学校などの建設・大規模修繕に要する経費のこと。

元年

度

４年

度

扶助費 11.3% 10.8%
普通建設事業費 33.7% 34.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

歳出全体に

占める割合

（％）

歳出全体（一般会計）に占める扶助費・普通建設
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に占める扶助費・普通建設事業費の割合推移】

の推移】

扶助費：社会福祉関係の法令に基づいて支出される経費の総称。子ども医療費助成など市独自の福祉施策の経

普通建設事業費：道路、橋梁、学校などの建設・大規模修繕に要する経費のこと。

４年

度

７年

度

１０

年度

１３

年度

１６

年度

１９

年度

２２

年度

10.8% 12.2% 14.8% 15.1% 17.7% 19.3% 25.6%
34.7% 32.6% 21.1% 22.7% 17.5% 19.3% 13.3%

歳出全体（一般会計）に占める扶助費・普通建設事業費の割合推移

扶助費：社会福祉関係の法令に基づいて支出される経費の総称。子ども医療費助成など市独自の福祉施策の経

２２

年度

２５

年度

25.6% 25.6%
13.3% 14.9%
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第３ 公共施設等の現況 

１ 建物系公共施設 

建物系公共施設の建設年度は、昭和４０年代から平成１０年頃にかけて多くの施

設が建設されています。【年度別建設延べ面積 参照】

特に昭和３０年代後半から４０年代にかけては学校校舎を木造から鉄筋コンクリ

ート造への建替え、昭和５０年代には児童生徒数の増加に対応するための校舎の増

築、同じく５０年代には地域コミュニティーの中心的施設である校区市民館、地区

市民館の集中的建設とまた昭和３０年代から市営住宅の継続的建設を行ってきまし

た。 

これらの建物系公共施設の経過年数の状況は、平成２２年３月末の延べ面積約１

２５万㎡のうち、建設後５０年を超えたものが約１万４千㎡・１．２％、４０年以

上５０年未満が約１３万㎡・１０．４％、３０年以上４０年未満が約４０万１千㎡・

３２．２％となっており、建設後３０年以上経過したものが全体の約４４％を占め

ています。 

また、施設用途別で最も高い割合を占めているのが学校（専修学校含む）で約４

５万５千㎡・３６．５％と全体の１/３以上を占め、次いで市営住宅では約２７万６

千㎡・２２．１％となっており、双方合わせて全体の６０％近くを占めています。【経

過年数別、施設用途別延べ面積の割合 参照】

これらの多くの施設において老朽化の進行が大きな問題となっている現況を踏ま

え、進行する建物の老朽化や劣化に対しては計画的かつ適正な施設保全により長寿

命化を図るとともに、今後の人口動向や利用者ニーズを見極めながら、ファシリテ

ィマネジメント推進基本方針を基に施設機能を維持しつつ施設の複合化、集約化な

どの対応が必要となってきます。 



10 

[「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」より抜粋「豊橋市ファシリティマネジメント推進基本方針」より抜粋]
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２ 土木系公共施設 

土木系公共施設は、市民の生活、経済産業の活動を支える重要な社会基盤として整

備されてきましたが、今後、多くの施設が老朽化による更新等を迎えることから、安

全・安心な生活及び活動を確保するため、施設の的確な維持管理・更新等を進める必

要があります。また、地震や風水害などの災害から地域や市民を守るため、防災対策

の視点も取り入れた維持管理・更新等を充実させる必要があります。 

施設の代表例として道路、橋梁があり、本市が管理している市道の路線数は１３，

４８４路線、延長３，４４０．４㎞、橋梁では市内に１，３１０橋、延長１１，７７

５ｍに達しています。 

道路については、平成２５年度、平成２６年度に実施した道路ストック総点検等の

点検結果に基づき、危険度について評価・分析を行う中で効率的な維持管理を行う必

要があります。 

橋梁については、地震対策を進めるため平成１５年度から平成２４年度まで１０４

橋を対象に、耐震補強工事を実施しました。また、的確な維持管理・更新等を進める

ため、平成２４年３月に「豊橋市橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、平成２４年度か

らは、管理している約１，３００橋のうち通行制限による社会生活への影響が大きく、

かつ投資効果の高い長大橋（橋長１５ｍ以上）を始めとした主要な３３１橋を対象に

補修・補強工事を進めています。その他の橋梁については今後策定を予定している個

別施設計画の中で位置づけし、計画的な修繕に取り組む必要があります。 

また、道路、橋梁のほか、河川、幹線排水路、排水機場や樋門等の数多くの土木系

公共施設を保有・管理していますが、多くの施設で老朽化による対応が求められ、長

寿命化に向けた適正な維持管理と計画的な更新が重要となってきます。 

河川、幹線排水路等については、河川カルテの更新、水路現況調査、雨水暗渠点検

調査の実績や定期的な点検により適切な維持管理を行うとともに、排水機場について

は、愛知県東三河農林事務所との連携により、建替、延命化による計画的な整備に取

り組んでいます。
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【道路の現況（平成２６年４月１日現在）】 

【橋梁の現況（平成２６年４月１日現在）】 

【河川の現況（平成２６年３月３１日現在）】

河川 

河川数 延長（㎞） 

８０ １１８．４ 

【幹線排水路の現況（平成２６年４月１日現在）】 

河川水系名 排水路数 延長(㎞) 

豊川始め１０水系 １７６ １７５．９ 

【排水機場等（平成２６年４月１日現在）】 

排水機場名等 ポンプ数（台） 

梅藪排水機場 始め３６箇所 ６５ 

【樋門等の現況（平成２６年４月１日現在）】 

区分 樋門等（箇所） 

河川等  ８７ 

海岸  ４７ 

計 １３４ 

市道 

路線数 延長（㎞） 面積（㎡） 

１３，４８４ ３，４４０．４ １７，６６２．６３４ 

橋梁 

橋数 延長（m） 
内  訳 

永久橋 延長（m） 木橋 延長（m） 

１，３１０ １１，７７５ １，３０８ １１，７５４ ２ ２１ 
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３ 公営企業会計施設（「水道事業」「下水道事業」） 

【水道事業】 

本市の水道事業は、昭和５年に給水を開始して以来、平成１５ 年度までに８次にわ

たる拡張事業を実施し、給水区域の拡大を進めた結果、水道普及率は平成２５ 年度末

時点で９９．５７％に達しており、ほぼ市内全域への給水が可能となっています。 

平成２５年度末における配水管延長約２，１６８㎞のうち法定耐用年数（４０年）

を過ぎた配水管延長は約３２７㎞となっており、今後、高度経済成長期の拡張時代に

布設した配水管が順次耐用年数を迎えることから、安定給水の確保を図るため出水不

良や漏水・濁水等の原因となる老朽管の更新に併せて耐震化を順次実施していく必要

があります。 

南海トラフ巨大地震等の発生が想定される中、水道はライフラインの中でも特に重

要なものであるため、配水管の長寿命化対策を行うとともに地震被害を最小限にとど

め、早期復旧が可能となるような計画的な配水管の更新及び耐震化並びに配水ルート

の多系統化などの整備を進める必要があります。 

【上水道の現況】 

上水道普及状況（平成２６年３月末現在） 

行政人口（人） 給水人口（人） 普及率（％） 

３７８，５３０ ３７６，９０５ ９９．５７ 

 【主な施設】 

施設区分 施設名 供用開始 

配水管 延長２，１６７．６７１㎞ 昭和５年～ 

取水場・浄水場 
下条取水場 

小鷹野浄水場始め２か所 

昭和５年～ 

（高山浄水場：明治４５年） 

配水場 多米配水場始め４か所 昭和４１年～ 

給水所 南栄給水所始め８か所 昭和２８年～
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【下水道事業】 

本市の下水道事業は、市街化区域は公共下水道、市街化調整区域は地域下水道とし

て整備され、平成２５年度末時点で、公共下水道については、計画区域５，０４４ha

のうち、４，３８７haが整備済みで総人口に対する普及率は７１．１７％となってい

ます。 

地域下水道については、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、し尿処理施

設等が整備され、地域下水道普及率は８．６９％となっており、下水道全体の普及率

としては７９．８６％となっています。 

平成２５年度末における公共下水道・地域下水道の管きょ延長約１，５４５㎞のう

ち法定耐用年数（５０年）を過ぎた管きょ延長は約１２７㎞となっており、現在戦災

復興事業により整備した老朽管きょについてテレビカメラ調査等を実施し、状況に応

じて修繕や布設替えを行っており、今後も同様な対応を図るとともに、施設の計画的

な改築更新と適切な維持管理による長寿命化を図る必要があります。 

【下水道の現況】 

下水道普及状況（平成２６年３月末現在） 

行政人口（人）
公共下水道 地域下水道（天津始め 25地区） 合計 

排水人口（人） 普及率（％） 排水人口（人） 普及率（％） 普及率（％）

３７８，５３０ ２６９，３８４ ７１．１７ ３２，８９４ ８．６９ ７９．８６ 

【主な施設】

 公 共 下 水 道 

施設区分 施設名 供用開始 

管きょ 延長１，２５９．０７７㎞

昭和１０年度～ ポンプ場 野田処理場併設始め１５か所 

処理場 野田始め３か所 

地 域 下 水 道

施設区分 施設名 供用開始

管きょ 延長２８５．８２０㎞ し尿処理施設等 
天津地区始め 

９地区 
昭和４８年度～ 

特定環境保全公共

下水道 

高根地区始め

１０地区 
昭和５２年度～ 

農業集落排水施設 
野依地区始め 

６地区 
平成２年度～ 

ポンプ場 東七根第一始め９２か所 

処理場 天津始め１５か所 
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第４ 「公共施設等総合管理計画」策定について 

１ 計画の基本的考え方

（１）社会経済情勢の変化

本市のみならず多くの地方公共団体が抱える課題として、今後予測される人口減少

と少子高齢化の進展による人口構成の変化から派生する労働力不足、社会保障費の増

加、市税を始めとした歳入環境の好転が望めない厳しい財政状況が予測されることな

ど様々な影響への対応が求められ、その一つとして地方公共団体が所有する公共施設

等の老朽化問題に対して、安全・安心かつ持続的に公共施設を維持・更新するための

計画的な取組が挙げられますが、このような厳しい状況が眼下に迫りくる中で、これ

までの公共施設等をそのまま維持しつつづけることは困難な状況になりつつあります。

（２）公共施設等管理の将来課題

道路、橋梁を始めとした土木系公共施設は、市民生活に密接に関連した施設が多く、

廃止や統合などが難しい側面をもった施設であり、長寿命化に向けた効率的・効果的

な予防的修繕に注力しつつ、維持管理のコスト縮減を図りながら、安全性・信頼性の

確保に繋がる取り組みが必要です。

一方、建物系公共施設では、修繕などの維持管理費や今後見込まれる施設の大量の

建替え需要を考慮すると従来の耐用年数の枠組みにとらわれない施設の長寿命化、施

設の統廃合、地域別に捉えた人口動向などを踏まえた施設配置の検討や人口減少、人

口構成の変化を見据え子供から高齢者まで、それぞれのステージに関連する多種多様

な施設の効率的、効果的な活用策、実態にあわせた施設の機能やあり方の見直し、施

設利用の受益と負担のあり方など多くの課題に対して難しい舵取りが迫られています。 

（３）計画策定の観点 

策定する「公共施設等総合管理計画」は、国（総務省）が示す指針を踏まえつつ、

人口減少を始め、派生する様々な状況を把握し、的確に対応するとともに本市の特徴

的な取組（小学校区単位でのコミュニティ活動推進施設の配置など）や地域の実情を

考慮し、加えて本市の将来のまちづくりを進める観点や東三河全体を視野に入れた広

域的な観点も取り入れ、計画策定に取り組みます。 

また地方人口ビジョン及び地方版総合戦略とも整合を図りながら計画を策定してい

きます。 
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２ 計画の取組項目 

項目 内  容 

１ 公共施設

等の現況及

び将来の見

通し 

（１） 老朽化の状況や利用状況などの公共施設等の状況 

○建物系公共施設の多くが昭和４０年代から平成１０年頃に建設され、建設後

３０年以上経過した施設は全体の約４４％、延べ面積で高い割合を占める施

設は「学校」と「市営住宅」で全体の約６０％を占め、老朽化への対応が必

要です。 

○道路、橋梁を始めとした土木系公共施設の定期的な点検により老朽化の状況

を把握するとともに、長寿命化に向けた適正な維持管理、計画的な更新が必

要です。

【対応】 

○公共施設等の老朽化状況や施設利用状況など現況を把握し、中核市や県内市

などの他都市との比較分析（公共施設保有状況、人口１人あたりの延べ床面

積など）し、ファシリティマネジメント推進基本方針を基に施設の複合化、

集約化などの方針、方向性を検討します。 

○道路、橋梁などの長寿命化に向けた取り組みでは、南海トラフ地震対策等の

防災対策の視点も取り入れた維持管理、更新等を検討します。 

（２） 総人口や年代別人口についての今後の見通し 

○本市の総人口は２０１０（平成２２）年と２０４０（平成５２）年を比較す

ると約４万人減少し、３３万７千人余と推計（国立社会保障人口問題研究所

の人口予測データ【平成２５年３月推計】）されます。 

○人口に占める６５歳以上の割合である高齢化率は、２０１０（平成２２）年

２０．３％が２０４０（平成５２）年には３３．０％と１２．９ポイント増

加と推計されます。

【対応】 

○国から策定を求められている地方公共団体の人口動向分析、将来展望を示す

「地方人口ビジョン」を基に本市の総人口、年代別人口を推計し、今後の人

口見通しについて検討します。 

○公共施設等の再配置や複合化、集約化を検討するため地域別に捉えた人口見

通しについても検討します。
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項目 内  容 

（３） 公共施設等の維持管理 ・修繕 ・更新等に係る中長期的な経費の見込み、

経費に充当可能な財源の見込み等 

○少子高齢化の進展による人口構成の変化から、歳出に占める扶助費の割合及

び歳出決算額（平成２５年度は平成元年度対比約３．７倍）は増加傾向、一

方、公共施設等に充てる普通建設事業費は減少傾向にあり、公共施設等の維

持管理等の経費見込みと財源の確保が必要です。

【対応】 

○人口減少、人口構成の変化が財政に及ぼす影響は厳しさを増すことが予測さ

れ、公共施設等に充てる経費の大幅な増加は望めない状況から、維持管理 ・

修繕 ・更新等に必要となる経費の的確な把握、国県補助の獲得に努めるとと

もに限られた財源の有効かつ効率的な活用を図る観点や予算の平準化の観点

からの取組を検討します。

２ 公共施設

等の総合的

かつ計画的

な管理に関

する基本的

な方針 

（１）全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策 

○公共施設等を保有管理している各部局による個別の取組でなく、各部局を横

断した本市全ての公共施設等の管理にかかる情報が管理・共有できる取組体

制が必要です。

【対応】 

○計画策定のため資産経営課を中心に建物系、土木系、公営企業会計施設を所

管する主な関係部局を構成とした庁内組織（公共施設等総合管理計画策定会

議）を新たに設置し、全庁的な取組体制とします。 

（２）現状や課題に関する基本認識 

○予測される人口減少を始めとした要因が既存施設に及ぼす影響について、過

去・現在・将来見通しの各段階での需要実績、需要見込みを的確に把握した

分析が必要です。

【対応】 

○建物系公共施設を始めとした公共施設等は、築年数の経過とともに大量の更

新時期を迎えることから、施設の現状を把握したうえで、今後の利用需要見

込み、財政見通し等を勘案し、統廃合を含めた維持管理方法の方針、方向性

を検討します。
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項目 内  容 

（３）公共施設等の管理に関する基本的な考え方

○人口等の現況や見通しを踏まえ今後の公共施設等について更新・統廃合・長

寿命化などの管理に係る方針、方向性を検討することが必要です。 

○管理に係る方針等は一定の目標（数値目標）を設定した取組が必要です。 

○本市域や公共施設等の管理主体にとらわれず、広域的な観点からの取り組み

が必要です。

【対応】 

○総人口や年代別人口の見通しを踏まえ公共施設等の現行利用状況と将来を見

据えた利用見通しとの比較検討などから、公共施設等の適正規模（数量）の

観点から、集約化※、複合化※、廃止まで踏み込み方針、方向性を検討します。

※集約化…複数の類似する機能の施設を１つにまとめること 

複合化…複数の異なる機能の施設を１つにまとめること

○数量に関する目標は、学校、市営住宅など公共施設の多くを占める施設につ

いて、現状分析、将来見通しを踏まえ対応を検討しますが、単に一律的な削

減目標数値でなく、本市の特徴的な取組を考慮しつつ、地域の実情を踏まえ

複合化等や集約化などの観点からの方針、方向性も検討します。 

○東三河広域連合との広域連携を一層進める観点から、隣接する地方公共団体

所有の公共施設等について、相互利用の可能性を検討します。

３施設類型

ごとの管理

に関する基

本的な方針 

施設類型（道路、学校等）ごとの管理に関する基本的な方針 

○人口推計、施設の利用見通し、老朽化の状況などを踏まえ、施設類型の特性

を考慮した管理に関する方針を定めることが必要です。 

【対応】 

○橋梁、市営住宅など既存の施設等個別計画については、施設の老朽化状況、

利用状況、配置状況などを踏まえ、再度、本計画の基本的考えに基づき整合

性を図りつつ、基本的な方針を検討します。 

 ○少子化の進展等による児童生徒の減少に伴う公立小学校・中学校の適正規

模・適正配置等に関しては、小中学校の統廃合を検討する際の指針となる「手

引き」が６０年ぶりに改定されるなど、今後の動向を注視しつつ、具体的な

対応を検討します。
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３ 計画策定の体制 

公共施設等総合管理計画の策定にあたっては「全ての公共施設等」が対象であり、こ

れまで取り組みを進めてきた保全に特化した公共施設（建物）の計画に留まらず、公共

施設等の数や延べ床面積などの数値目標の考え方、統合・廃止の推進方針など、計画に

盛り込む項目や範囲が広範に及ぶため、計画策定のための新たな組織として「公共施設

等総合管理計画策定会議」を設け、ワーキンググループとして建物系公共施設の調査検

討を担う「公共施設部会」と道路、橋梁など土木系公共施設並びに上下水道などの公営

企業会計施設の調査検討を担う「インフラ等部会」の２つの部会を設け計画策定に取り

組むこととします。 

公共施設等総合管理計画策定体制（イメージ）

                  提示

                  指示

公共施設等総合管理計画策定会議

【ワーキンググループ】

ワーキング

グループ 

公共施設部会 

インフラ等部会 

計画記載事項の調査検討及び

調整

計画素案の作成

【幹事会】

計画記載事項の調整

【策定会議】

計画の承認

←
指
示

報
告
→
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第５ 公共施設等総合管理計画策定の工程（予定）

  月

年度
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３

２６

「
総
務
委
員
会
」

２７

「
総
務
委
員
会
」

２８

「
総
務
委
員
会
」

１．公共施設等総合管理計

画策定に係る説明会

の開催 

２．ワーキンググループに

よる検討 

①計画に記載すべき事

項の確認と対応 

②個別施設計画の現状

把握 

１．公共施設等の管理に関する基本的考え方の方針 

検討 

①データ収集、整理、集計 

②課題抽出 

③中長期的経費等の試算 

④方向性、方針等の検討 

２．既存の個別計画との整合性を図りつつ、施設類型

ごとの計画の方針検討

１．施設類型ごとの方向性検討 

〔計画目標の定量化（施設数、延べ

床面積など）の検討など〕 

２．公共施設等総合管理計画の方針と

個別施設計画の整合確認 

３．計画（素案）の作成作業 

１．市民意見の聴取

２．パブリックコメ

ントの実施

３．意見等を踏まえ

た計画修正

４．計画の公表
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